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不良債権処理は、戦後の銀行経営の歴史そのものであるといっても過言ではないであろ

う。それにもかかわらず、この問題を、会計・監査の観点から取り扱った書物は必ずしも

多くはなかった。本書は、銀行の不良債権問題について、銀行に公認会計士の監査が義務

付けられた 1976 年から、バブル崩壊後ようやく不良債権の処理が終了した 2004 年までの

記録を調査しまとめあげたものである。本書は２部構成であり、第Ⅰ部では、こうしたわ

が国の銀行の不良債権処理の会計・監査制度の問題点を、金融機関監督制度との関係を考

慮して考察し、第Ⅱ部では、わが国の今後の貸倒引当金制度の制度設計の考察に資するた

め米英並びに国際機関等の会計・監査の見解と動向を調査している。 

第Ⅰ部第１章から第３章では、1976 年９月期から導入された銀行監査に関連して、当時

の銀行会計の概要、また、導入当時の銀行監査の諸問題を考察している。銀行への公認会

計士監査の導入当時、貸出金の貸倒償却・引当は法人税法及び法人税基本通達に委ねられ、

不良債権償却証明の下で、事実上、大蔵省が決定するという特殊な環境下にあったことが、

当時の文献等により丹念に調査されている。ところが、バブル崩壊後は、一転し、金融機

関自身の責任による資産の自己査定に基づく貸出金の償却・引当の会計基準が作成され、

それに対し公認会計士の監査が行われるようになった。第４章から第７章では、自己査定

導入当時の銀行にとって「公正なる会計慣行」が不明確であったために生じた会計・監査

の問題点を、日本長期信用銀行事件等を踏まえ考察している。続く、第８章、第９章では

自己査定導入後の、金融検査との乖離及び銀行監督当局と監査人との関係に焦点を当て、

銀行の会計、監査のあり方について論じている。不良債権比率を半減させることを謳った

2002 年 10 月に公表された金融再生プログラムの実施により、このような銀行監督当局と会

計監査を行うものとの判断の乖離は深刻化した。著者は、ここで金融検査の基礎となる金

融検査マニュアルと金融商品取引法上、会社法上の「一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準」との乖離が生じ不透明さが残ることを指摘するとともに、検査と監査との乖離

の問題を解決するために、銀行監督と証券市場監督との分離が望ましいとしている。 

第Ⅱ部の米英並びに国際機関等の見解と動向において、わが国が模範とすべき米国の銀

行の貸倒引当金規制、金融商品の減損基準の国際的な動き、英国金融危機における銀行の

監査人の判断及びバーゼル銀行監督委員会（BCBS）の銀行会計・監査が取り扱われている。

こうした海外の状況は、銀行の会計・監査は、銀行監督規制下にあるという特有な状況の
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中で、監査人が職責を果たすために必要とされる会計・監査の制度設計について、重要な

示唆を与えるものである。 

 本書は、このような今日にいたるまでのわが国の銀行の会計・監査の特殊な状況を、監査人と

しての経験と観察した事実に基づき克明に記述している点で、当協会会員ならではの好著であり、

現在、銀行業を取り巻く関係者、とりわけ、若手の公認会計士の方々に是非ご一読いただきたい

と考えた。 

以上のことから、協会学術賞－会員特別賞に値するものとして選定した。 
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